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チーム責任者のみなさまへ 

選手保護者のみなさまへ 

チーム指導者のみなさまへ 

 

日本小学生バレーボール連盟 

会 長  木村 憲治[公印省略] 

平成３０年度 日本小学生バレーボール連盟への個人登録料納入のお願い 

 

平素より、日本小学生バレーボール連盟の活動に御理解、御協力を賜り誠にありがとうございます。 

この度、公益財団法人日本バレーボール協会の個人登録制度が変更されることになり、これに伴い日

本小学生バレーボール連盟では、連盟運営に伴う費用として、小学生１人当たり２００円の御負担増

をお願いすることといたしました。 

 大変恐縮ではございますが、選手保護者のみなさまに御負担いただく費用は、例えば１２歳以下の

小学生では、日本バレーボール協会の個人登録料３００円に２００円を加えた５００円となります。

支払方法は、以前のシステムと同様にコンビニエンスストアー等で個人登録料と同時に支払うことに

なります。詳しい手順は、各都道府県バレーボール協会、小学生バレーボール連盟等の説明に従って

いただきますようにお願い申し上げます。 

 今回の値上がりに伴う主な資金使途といたしましては、当連盟の事務局運営費、競技人口の拡大に

向けた取り組みなどとなり、子どもたちにバレーボールの楽しさを伝えるため、精一杯取り組んでま

いります。どうか、この度の決定についてご理解をいただきたく存じます。値上がり時期につきまし

ては平成３０年度の登録からとさせていただきます。（平成３０年３月１９日登録開始分より） 

 なお、指導者のみなさまにつきましては、日本バレーボール協会が定める個人登録料とさせていた

だきますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

問い合わせ先 

                           日本小学生バレーボール連盟 

                            事務局 ℡03-5738-5391 

                                                        e-mail office@jeva-web.com 

 



※別表 

 

新しい JVA-MRSシステムはそれぞれの組織でカスタマイズができますので個人登録料を都道府県

協会と都道府県小連で設定ができます。 

従いまして日本小学生バレーボール連盟では全国連盟の区分を設定ができます。チーム登録料も設

定できますが日小連は徴収しません。都道府県協会、小連及び地域協会でそれぞれ設定をお願いいた

します。 

 

 ○個人登録料（日本小学生バレーボール連盟） 

  区分（年齢 4/1時点） 日本協会 全国連盟 県協会 県連盟 地域協会 合計登録料 

 

 

小

学

生 

選手 ¥180  ¥260  ¥60  ¥0  ¥0  ¥500  

選手兼スタッフ（6才～11才） ¥180  ¥260  ¥60  ¥0  ¥0  ¥500  

スタッフ（22才～） ¥1,200  ¥400  ¥400  ¥0  ¥0  ¥2,000  

スタッフ（18才～21才） ¥1,080  ¥360  ¥360  ¥0  ¥0  ¥1,800  

スタッフ（15才～17才） ¥720  ¥240  ¥240  ¥0  ¥0  ¥1,200  

スタッフ（12才～14才） ¥300  ¥100  ¥100  ¥0  ¥0  ¥500  

スタッフ（6 才～11才） ¥180  ¥260  ¥60  ¥0  ¥0  ¥500  

 

 

これからの日本小学生バレーボール連盟の連絡等につきまして JVA-MRSシステムのメール機能を

使用してまいりますので、個人情報を守る上でも有効な連絡手段ですので各都道府県小連の理事長及

び連絡責任者の方を設定してください。なお、緊急のお願いなどについては今まで通りメールや電話

で連絡をさせていただきます。 

 


